
『健康宣言』 

＜宣言内容＞ 

１． 健康診断受診率が８５％以上であること 

２． 「健康宣言」を社内外へ発信すること 

３． 社内に健康づくり担当者を設置すること 

４． 社員の生活習慣改善を支援すること 

５． 検査・治療を推進すること 

６． 事業所独自の健康増進対策に取り組むこと 

・ストレスチェックを実施します。 

・相談窓口を設置し、相談等が受けることができる体制を構築します。 

・社員の感染症予防(インフルエンザ予防接種等)に向けた取り組みを行います。 

・社員の健康状態を把握し、健康づくりに向けた情報提供や産業医、保健師による指

導を行います。 

 

＊今後、宣言内容の現実に向け、定期健康診断・ストレスチェック受診率の向上や健康相談、

保健指導に取り組んで参ります。 

 


